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（目的） 

第１条 物品の購入及び役務の調達については、経理規則第79条の２に定めるもののほか、

この内規に定めるところによる。 

（入札の基準） 

第２条 入札は、工事、製造又は販売等の実績、資本の額、その他経営の規模等が同等の要

件を具備する業者を指名する。 

２ 入札を行う場合、予定される取引価格により次の基準以上の業者を選定し、事前に説明

会を実施することとする。 

予定取引価格 業者の数 

2,000万円以上 最低５人の者 

1,000万円以上2,000万円未満 最低４人の者 

200万円以上1,000万円未満 最低３人の者 

３ 入札書の開封は、組合長が行うものとし、内容に不備がある場合には、業者に確認のう

え、再度、入札書を提出させるものとする。 

（随意契約） 

第３条 経理規則第79条の２第２項の定めによるもの又は予定価格が200万円を超えない物

品の購入及び役務の調達等に係る契約を締結するときは、随意契約によることができる。 

２ 随意契約をしようとするときは、３人以上の者から見積書を取らなければならない。た

だし、予定価格が100万円を超えないときは、２人の者とすることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる場合は、１人の者から見積書を取るも

のとする。 

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手が特定されるとき。 

(2) 市場価格が一定していること、その他特別の事由があるとき。 

４ 前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を取ることが必要でないと認めるとき、又

は特別の事由があるときは、見積書を取らないこととすることができる。 

（契約書の作成） 

第４条 契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。 

２ 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限、履行場所及び契約代金の支払時期その
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他必要な事項を掲載するものとする。 

（契約書の省略） 

第５条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略す

ることができる。 

(1) 契約の金額が50万円を超えないとき。 

(2) 随意契約で組合長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。 

 

附 則 

（改正手続） 

第６条 この内規の改正は、理事の過半数によって定める。 

（実施） 

第７条 この内規は、平成18年10月3日から実施する。 


